
 

全国がん登録 届出マニュアル 新旧対照表 

                                  

新（2026） 旧（2025） 

 

 

 

全国がん登録 

届出マニュアル 2026 
 
 

ダウンロード版 
 

 

 

 

厚生労働省 

国立研究開発法人国立がん研究センター 

 

内容 

はじめに･････････････････････････････････････････････････････････1 

第 1章：届出の対象と方法･････････････････････････････････････････3 

届出の対象･･･････････････････････････････････････････････････････5 

届出の必要ながんの種類･･･････････････････････････････････････････5 

届出の必要な患者･････････････････････････････････････････････････6 

届出の必要な病院等･･･････････････････････････････････････････････7 

・・・全国がん登録と患者さんからの質問･･･････････････････････････8 

届出情報の作成と届出方法････････････････････････････････････････10 

届出情報の作成･･････････････････････････････････････････････････10 

 

 

 

全国がん登録 
届出マニュアル 2025 

 
 

ダウンロード版 
 

 

 

 

厚生労働省 

国立研究開発法人国立がん研究センター 

 

内容 

はじめに･････････････････････････････････････････････････････････1 

第1章：届出の対象と方法･･････････････････････････････････････････3 

届出の対象･･･････････････････････････････････････････････････････5 

届出の必要ながんの種類･･･････････････････････････････････････････5 

届出の必要な患者･････････････････････････････････････････････････6 

届出の必要な病院等･･･････････････････････････････････････････････7 

・・・全国がん登録と患者さんからの質問･･･････････････････････････8 

届出情報の作成と届出方法････････････････････････････････････････10 

届出情報の作成･･････････････････････････････････････････････････10 



 

届出の期間･･････････････････････････････････････････････････････10 

届出の時期･･････････････････････････････････････････････････････11 

届け出るところ･･････････････････････････････････････････････････11 

・・・診療情報管理士や医師事務作業補助者が届出票を作成してもいいの

ですか？････････････････････････････････････････････････････････11 

届出情報の提出形式･･････････････････････････････････････････････13 

届出の方法･･････････････････････････････････････････････････････14 

届出の取消、修正について････････････････････････････････････････14 

・・・都道府県がん登録室等からの照会にご協力お願いします････････14 

(削除) 

第 2章：届出項目について････････････････････････････････････････20 

届出項目の概説･･････････････････････････････････････････････････23 

全国がん登録届出項目一覧････････････････････････････････････････23 

がん治療、初回治療の定義････････････････････････････････････････25 

(削除) 

全国がん登録届出項目詳細････････････････････････････････････････28 

患者基本情報････････････････････････････････････････････････････29 

病院等の名称････････････････････････････････････････････････････29 

診療録番号･･････････････････････････････････････････････････････30 

カナ氏名････････････････････････････････････････････････････････31 

氏名････････････････････････････････････････････････････････････32 

性別････････････････････････････････････････････････････････････33 

生年月日････････････････････････････････････････････････････････34 

診断時住所･･････････････････････････････････････････････････････35 

腫瘍情報････････････････････････････････････････････････････････36 

側性････････････････････････････････････････････････････････････36 

原発部位････････････････････････････････････････････････････････37 

病理診断････････････････････････････････････････････････････････38 

診断施設････････････････････････････････････････････････････････40 

治療施設････････････････････････････････････････････････････････41 

診断根拠････････････････････････････････････････････････････････42 

診断日･･････････････････････････････････････････････････････････44 

発見経緯････････････････････････････････････････････････････････45 

進展度・治療前･･････････････････････････････････････････････････46 

進展度・術後病理学的････････････････････････････････････････････47 

届出の期間･･････････････････････････････････････････････････････10 

届出の時期･･････････････････････････････････････････････････････11 

届け出るところ･･････････････････････････････････････････････････11 

・・・診療情報管理士や医師事務作業補助者が届出票を作成してもいいの

ですか？････････････････････････････････････････････････････････11 

届出情報の提出形式･･････････････････････････････････････････････13 

届出の方法･･････････････････････････････････････････････････････14 

届出の取消、修正について････････････････････････････････････････14 

・・・都道府県がん登録室等からの照会にご協力お願いします････････14 

全国がん登録の届出チャート･･････････････････････････････････････17 

第2章：届出項目について･････････････････････････････････････････19 

届出項目の概説･･････････････････････････････････････････････････21 

全国がん登録届出項目一覧････････････････････････････････････････21 

がん治療、初回治療の定義････････････････････････････････････････23 

進展度について･･････････････････････････････････････････････････24 

全国がん登録届出項目詳細････････････････････････････････････････26 

患者基本情報････････････････････････････････････････････････････27 

病院等の名称････････････････････････････････････････････････････27 

診療録番号･･････････････････････････････････････････････････････28 

カナ氏名････････････････････････････････････････････････････････29 

氏名････････････････････････････････････････････････････････････30 

性別････････････････････････････････････････････････････････････31 
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はじめに 

 

本書「全国がん登録 届出マニュアル 2026」は、がん登録等の推進に関する

法律（平成 25 年法律第 111 号）が定める、病院等（※）の管理者が、原発性

のがんについて、当該病院等の所在地の都道府県知事に届け出る情報の作成に

あたり必要な事項をまとめたものです。 

 

※ 病院等とは、本法においては、病院又は本法の規定に基づき指定された診

療所のことをいいます。 
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はじめに 

 

本書「全国がん登録 届出マニュアル 2025」は、がん登録等の推進に関する

法律（平成 25 年法律第 111 号）が定める、病院等（※）の管理者が、原発性

のがんについて、当該病院等の所在地の都道府県知事に届け出る情報の作成に

あたり必要な事項をまとめたものです。 

 

※ 病院等とは、本法においては、病院又は本法の規定に基づき指定された診

療所のことをいいます。 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

第1章：届出の対象と方法 

 

（略） 

 

届出の対象 

 

（略） 

 

届出の必要ながんの種類 
（略） 

 
がん登録の運用における悪性新生物その他の政令で定める疾病とは 
国際的に統一された新生物のための分類である国際疾病分類－腫瘍学－第 3 版
※において悪性（性状コード 3）又は上皮内（性状コード 2）に分類された腫

瘍、髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍について

は、悪性（性状コード 3）、上皮内（性状コード 2）、良性・悪性の別不詳（性

状コード 1）又は良性（性状コード 0）とします。 

 

※2026 年 4 月現在の最新版は 3.2 版です。 

原本 

http://www.iacr.com.fr/images/Newsflash/ICD-O-

3.2_final_update09102020.xls 

日本語版 

https://ctr-info.ncc.go.jp/hcr_info/wp-content/uploads/2025/06/ICD-O-

3.2_patho_ver.13_pdf.pdf 

 

付録［2］一覧：国際疾病分類腫瘍学第 3 版（3.2 版）の性状コード 2 又

は 3 の組織型及び和名 

付録［3］一覧：国際疾病分類腫瘍学第 3 版（3.2 版）の局在コード及び

和名 

付録［4］一覧：その他の政令で定める疾病に対応する国際疾病分類腫

瘍学第 3 版（3.2 版）の組織型、性状、局在コード及び

和名 

 

第1章：届出の対象と方法 

 

（略） 

 

届出の対象 

 

（略） 

 

届出の必要ながんの種類 
（略） 

 
がん登録の運用における悪性新生物その他の政令で定める疾病とは 
国際的に統一された新生物のための分類である国際疾病分類－腫瘍学－第 3 版
※において悪性（性状コード 3）又は上皮内（性状コード 2）に分類された腫

瘍、髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍について

は、悪性（性状コード 3）、上皮内（性状コード 2）、良性・悪性の別不詳（性

状コード 1）又は良性（性状コード 0）とします。 

 

※2025 年 4 月現在の最新版は 3.2 版です。 

原本 http://www.iacr.com.fr/images/Newsflash/ICD-O-

3.2_final_update09102020.xls 

日本語版 https://ctr-info.ncc.go.jp/hcr_info/wp-

content/uploads/2024/12/ICD-O-3.2 形態番号順_ver.12.pdf 

 

 

 

付録［2］一覧：国際疾病分類腫瘍学第 3 版（3.2 版）の性状コード 2 又

は 3 の組織型及び和名 

付録［3］一覧：国際疾病分類腫瘍学第 3 版（3.2 版）の局在コード及び

和名 

付録［4］一覧：その他の政令で定める疾病に対応する国際疾病分類腫

瘍学第 3 版（3.2 版）の組織型、性状、局在コード及び

和名 

 



 

 （参考：がん登録等の推進に関する法律施行令第１条） 

1. 悪性新生物及び上皮内がん 

2. 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍（1. 

に該当するものを除く。） 

3. 卵巣腫瘍（次に掲げるものに限る。） 

境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍 

境界悪性漿液性のう胞腺腫 

境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍 

境界悪性乳頭状のう胞腺腫 

境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫 

境界悪性粘液性のう胞腫瘍 

境界悪性明細胞のう胞腫瘍 

4. 消化管間質腫瘍（1. に該当するものを除く。） 

 

届出の必要な患者 
 

当該病院等における初回の診断が行われた患者 

 

初回の診断とは  

当該病院等において、入院・外来を問わず、自施設で初診し、当該病院等

が当該患者の疾病を「がん」として行った初めての診断及び／又は治療等

の診療行為（※）のこと。 

 

※この診療行為は、必ずしも病理学的な確定診断を要さず、画像診断、血

液検査、尿検査、肉眼的診断、及び臨床診断を含みます。また、転移又は

再発の段階で当該病院等における初回の診断が行われた場合も含みます。

この場合、転移又は再発に関する情報ではなく、原発性のがんに関する情

報を届け出ます。なお、当該病院等が過去に届出をした原発性のがんから

転移又は再発したがんに対して、同病院等で診断及び／又は治療等の診療

行為を行った場合、改めて届け出る必要はありませんが、当該病院等にお

いて、ある患者について、過去に届出をした原発性のがんとは異なる原発

性のがん（多重がん）を初めて診断及び／又は治療等の診療行為を行った

場合、届出が必要です。 
 

（略） 

 

 （参考：がん登録等の推進に関する法律施行令第１条） 

1. 悪性新生物及び上皮内がん 

2. 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍（1. 

に該当するものを除く。） 

3. 卵巣腫瘍（次に掲げるものに限る。） 

境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍 

境界悪性漿液性のう胞腺腫 

境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍 

境界悪性乳頭状のう胞腺腫 

境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫 

境界悪性粘液性のう胞腫瘍 

境界悪性明細胞のう胞腫瘍 

4. 消化管間質腫瘍（1. に該当するものを除く。） 

 

届出の必要な患者 
 

当該病院等における初回の診断が行われた患者 

 

初回の診断とは  

当該病院等において、入院・外来を問わず、自施設で初診し、当該病院等

が当該患者の疾病を「がん」として行った初めての診断及び／又は治療等

の診療行為（※）のこと。 

 

※この診療行為は、必ずしも病理学的な確定診断を要さず、画像診断、血

液検査、尿検査、肉眼的 診断、及び臨床診断を含みます。また、転移又

は再発の段階で当該病院等における初回の診断が行われた場合を含みます

。この場合、転移又は再発に関する情報ではなく、原発性のがんに関する

情報を届け出ます。なお、当該病院等が過去に届出をした原発性のがんか

ら転移又は再発したがんに対して、同病院等で診断及び／又は治療等の診

療行為を行った場合、改めて届け出る必要はありませんが、当該病院等に

おいて、ある患者について、過去に届出をした原発性のがんとは異なる原

発性のがん（多重がん）を初めて診断及び／又は治療等の診療行為を行っ

た場合、届出が必要です。 

 
（略） 



 

届出の必要な病院等 
（略） 

 

指定された診療所とは  

がん登録等の推進に関する法律施行規則で定めるところにより、当該都道府県

知事が、その開設者の同意を得て、当該都道府県の区域内の診療所のうち、届

出対象情報の届出を行う診療所として指定した診療所のこと。 

 

診療所の指定 

指定を受けようとする診療所の開設者の申請により行われます（がん

登録等の推進に関する法律施行規則第 14 条）。 

 

指定を受けようとする診療所の開設者は、診療所の所在地の都道府県

が指定する様式により、当該都道府県知事に対して、届出を行うため

の申請手続きが必要です。なお、申請の手続きにあたって氏名を記載

する際、旧氏の記載を希望のする方は旧氏の併記が可能です。 

 

（略） 

 

・・・全国がん登録と患者さんからの質問 
診療中に患者さんからがん登録について質問される可能性があります。ここで

はいくつかの質問事例についてがん登録等の推進に関する法律の考え方をご説

明します。 

 

「私は登録されたくないのですが。」  

がん登録等の推進に関する法律では、病院等は、登録対象について

届出が義務づけられています。届け出ることについて、登録対象の

患者さん本人の同意は求められておりません。これは、本人の希望

によって届出が行われない場合があると、日本で発生したがんを漏

れなく数えることができなくなるためです。同様の理由で、登録対

象の患者さん本人が登録の削除を希望されても、応じることはでき

ません（第 35 条）。 

その上で、がん登録等の推進に関する法律は、届出情報が、がん患

者の診療等を通じて得られる貴重な情報であることを十分に理解

し、収集された情報を厳格に保護することを求めています。 

 

届出の必要な病院等 
（略） 

 

指定された診療所とは  

がん登録等の推進に関する法律施行規則で定めるところにより、当該都道府県

知事が、その開設者の同意を得て、当該都道府県の区域内の診療所のうち、届

出対象情報の届出を行う診療所として指定した診療所のこと。 

 

診療所の指定 

指定を受けようとする診療所の開設者の申請により行われます（がん

登録等の推進に関する法律施行規則第 14 条）。 

 

指定を受けようとする診療所の開設者は、診療所の所在地の都道府県

が指定する様式により、当該都道府県知事に対して、届出を行うため

の申請手続きをする必要があります。 

 

 

（略） 

 

・・・全国がん登録と患者さんからの質問 
診療中に患者さんからがん登録について質問されるかもしれません。ここでは

いくつかの質問事例についてがん登録等の推進に関する法律の考え方をご説明

します。 

 

「私は登録されたくないのですが。」  

がん登録等の推進に関する法律では、病院等は、登録対象について

届出が義務づけられています。届け出ることについて、登録対象の

患者さん本人の同意は求められておりません。これは、本人の希望

によって届出がされたり、されなかったりすると、日本で発生した

がんを漏れなく数えることができなくなるためです。同様の理由

で、登録対象の患者さん本人が登録の削除を希望されても、応じる

ことはできません（第 35 条）。 

その代わり、がん登録等の推進に関する法律は、届出情報が、がん

患者の診療等を通じて得られる貴重な情報であることを十分に理解

し、収集された情報を厳格に保護することを求めています。 

 



 

「全国がん登録に登録されている私の情報を知りたいです。」 

全国がん登録のデータベースに登録されている情報について、登録対

象の患者さん本人が開示を希望されても応じることはできません（第

35 条）。これは、全国がん登録では、患者さんにとって必要ながん情

報は、病院等に直接聞いていただきたいという考えに基づいていま

す。 

診療を受けた主治医等に直接お聞きいただくか、診療情報の一般的な

診療録開示は、従来通りの各病院に方法でご対応ください。 

 

 

 

「私は全国がん登録にこの病院から登録されていますか？」 

がん登録情報の開示は禁止されていますが（第 35 条）、診療録開示

にかかる部分については、各病院における診療の方針と情報開示の

方法にしたがってご対応ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「全国がん登録に登録されている私の情報を知りたいです。」 

全国がん登録のデータベースに登録されている情報について、登録対

象の患者さん本人が開示を希望されても応じることはできません（第

35 条）。これは、全国がん登録では、患者さんは、必要ながん情報に

ついて病院等に直接聞いていただきたいという考えに基づいていま

す。 

当該病院等からその患者さんのがんを届け出られている場合、その患

者さんへの病状の告知状況にご配慮いただいた上で、当該病院から届

け出られた情報に相当する診療情報をお答えいただいても差し支えあ

りません。 

 

「私は全国がん登録にこの病院から登録されていますか？」 

当該病院等から届出がされているかいないかについては、その患者さ

んへの病状の告知状況等にご配慮いただいた上で、当該病院から届け

出られた情報に相当する診療情報をお答えいただいても差し支えあり

ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

都道府県 全国がん登録担当部署一覧（2026年 4月現在） 

 

都道府県 全国がん登録担当部署一覧（2025年 4月現在） 

 
 



 

届出情報の作成と届出方法 
 

届出情報の作成 
（略） 

届出の期間 
がん登録等の推進に関する法律では、一定の期間内に届け出ることが義務

づけられています。 

 

一定の期間内とは 

当該がんの診断年の翌年末までと定められています（がん登録等の推進に

関する法律施行規則第 10条）。 

一定の期間内に届出がない場合、都道府県知事による届出の勧告等が施行

されることがあります（第 7条）。 

 

         例 

 

 

 

 

 

一定の期間内に届出がない場合 

一定の期間内に届出がなく、当該がんに関する死亡者新規がん情報からが

んの罹患が初めて判明したときは、都道府県知事が、その死亡者情報票に

係る死亡診断書を作成した病院又は診療所に対し、当該がんに関する届出

を求めることがあります。死亡者新規がん情報に基づき病院等に遡って届

出を促すことから、遡（さかのぼ）り調査といいます。 

遡り調査対象が通知された病院等は、必要事項を記入して、指定された期

間内に都道府県がん登録室に届出なければなりません。詳しくは、「第3章 

死亡者新規がん情報に関する通知に基づく届出」をご参照ください。 

 

 

 

 

診断日 届出期限 

2026年 1 月 10日 
2027年 12 月 31日 

2026年 12 月 28日 

2027年 1 月 5日 2028年 12 月 31日 

届出情報の作成と届出方法 
 

届出情報の作成 
（略） 

届出の期間 
がん登録等の推進に関する法律では、一定の期間内に届け出ることが義務

づけられています。 

 

一定の期間内とは 

当該がんの診断年の翌年末までと定められています（がん登録等の推進に

関する法律施行規則第 10条）。 

一定の期間内に届出がされない場合、都道府県知事による届出の勧告等が

施行されることがあります（第 7条）。 
 

         例 

 

 

 

 

 

一定の期間内に届出がされない場合 

一定の期間内に届出がされず、当該がんに関する死亡者新規がん情報から

がんの罹患が初めて判明したときは、都道府県知事が、その死亡者情報票

に係る死亡診断書を作成した病院又は診療所に対し、当該がんに関する届

出を求めることがあります。死亡者新規がん情報に基づき病院等に遡って

届出を促すことから、遡（さかのぼ）り調査といいます。 

遡り調査対象が通知された病院等は、必要事項を記入して、指定された期

間内に都道府県がん登録室に届出がなければなりません。詳しくは、「第3

章 死亡者新規がん情報に関する通知に基づく届出」をご参照ください。 

 

 

 

 

診断日 届出期限 

2025年 1 月 10日 
2026年 12 月 31日 

2025年 12 月 28日 

2026年 1 月 5日 2027年 12 月 31日 



 

届出の時期 
院内がん登録を行っている病院等で、院内がん登録情報の一部を全国がん

登録にまとめて届け出る場合、当該がんの診断年の翌年9月末までの届出に

ご協力ください。 

その他の場合、当該病院等が、当該がんに関して計画した一連の診断及び

／又は治療等の初回の診療行為が終了したとき、届出情報を作成し、随時

又は都道府県からの案内に従って届け出てください。 
 

例 

病院等の別 2026年診断例の推奨届出時期 

がん診療連携拠点病院等 2027 年 8 月末日まで 

その他の院内がん登録実施病院等 2027 年 9 月末日まで 

上記以外 2027 年 12 月 31日まで随時 

 

届け出るところ 
がん登録等の推進に関する法律では、当該病院等の所在地の都道府県知事

に届け出ることが義務づけられています。 

各都道府県の届出先は、2026年4月現在、12ページの一覧のとおりです。最

新情報は、各都道府県の全国がん登録担当部署（9ページ）、又は国立がん

研究センターがん情報サービス（ganjoho.jp）にてご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届出の時期 
院内がん登録を行っている病院等で、院内がん登録情報の一部を全国がん

登録にまとめて届け出る場合、当該がんの診断年の翌年9月末までの届出に

ご協力ください。 

その他の場合、当該病院等が、当該がんに関して計画した一連の診断及び

／又は治療等の初回の診療行為が終了したとき、届出情報を作成し、随時

若しくは都道府県からの案内に従って届け出てください。 

 
例 

病院等の別 2025年診断例の推奨届出時期 

がん診療連携拠点病院等 2026年 8 月末日まで 

その他の院内がん登録実施病院等 2026年 9 月末日まで 

上記以外 2026年 12 月 31日まで随時 

 

届け出るところ 
がん登録等の推進に関する法律では、当該病院等の所在地の都道府県知事

に届け出ることが義務づけられています。 

各都道府県の届出先は、2025年4月現在、12ページの一覧のとおりです。最

新情報は、各都道府県の全国がん登録担当部署（9ページ）、又は国立がん

研究センターがん対策研究所がん情報サービス（ganjoho.jp）にてご確認

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

都道府県 全国がん登録届出先（2026 年 4月現在） 

 

都道府県 全国がん登録届出先（2025年 4月現在） 

 



 

届出情報の提出形式 

届出の情報の提出形式には、病院等が登録している院内がん登録等の情報

から届出対象年の1年分の情報を抽出した電子ファイル及び指定の届出書式

（全国がん登録届出票）の2種類があります。また、届出の際は、病院等の

所在地及び管理者の氏名も届け出る必要があります（がん登録等の推進に

関する法律施行規則第11条）。 

全国がん登録への届出情報の作成には、必ず「電子届出票」をご利用くだ

さい。 

 

（中略） 

 

「電子届出票」について 

全国がん登録の電子届出票は、下記の機能を提供しています。 

・ 届出申出書の作成 

・ 院内がん登録等の情報からの届出用電子ファイルの暗号化ツール 

・ 全国がん登録届出票の作成 

 

（中略） 

 

各機能の詳細及び使い方は、国立がん研究センターがん情報サービス「

GTOL（がん登録オンラインシステム）」サイトにてご確認ください。 

 

（以下略） 

 

届出の方法 

電子届出票は暗号化されていますが、セキュリティに配慮した方法で、都

道府県の登録室に移送しなければなりません。 

 

そのため、「GTOL（がん登録オンラインシステム）」を利用して、全国が

ん登録の届出を行ってください。 

詳細及びご利用方法は、国立がん研究センターがん情報サービス「GTOL（

がん登録オンラインシステム）」サイトでご確認ください。 

 

「GTOL（がん登録オンラインシステム）」以外の他の届出方法については

、病院等の所在地の都道府県担当部署までお問い合わせください。 

届出情報の提出形式 

届出の情報の提出形式には、病院等が登録している院内がん登録等の情報

から届出対象年の1年分の情報を抽出した電子ファイル及び指定の届出書式

（全国がん登録届出票）の2種類があります。また、届出の時は、病院等の

所在地及び管理者の氏名も届け出る必要があります（がん登録等の推進に

関する法律施行規則第11条）。 

全国がん登録への届出情報の作成には、必ず『電子届出票』をご利用くだ

さい。 

 

（中略） 

 

『電子届出票』について 

全国がん登録の電子届出票は、下記の機能を提供しています。 

・ 届出申出書の作成 

・ 院内がん登録等の情報からの届出用電子ファイルの暗号化ツール 

・ 全国がん登録届出票の作成 

 

（中略） 

 

各機能の詳細及び使い方は、全国がん登録オンライン届出・電子届出票ダ

ウンロードサイトにてご確認ください。 

 

（以下略） 

 

届出の方法 
電子届出票は暗号化されていますが、セキュリティに配慮した方法で、都

道府県の登録室に移送しなければなりません。 

 

2017年4月より、「全国がん登録届出サービス」を利用して、オンラインで

全国がん登録の届出ができるようになりました。 

詳細及びご利用方法は、全国がん登録オンライン届出・電子届出票ダウン

ロードサイトにてご確認ください。 

 

「全国がん登録届出サービス」を利用したオンラインによる届出の他の届

出方法については、病院等の所在地の都道府県担当部署までお問い合わせ



 

 

 

届出の取消、修正について 
届け出た登録室にご一報ください。 

全国がん登録届出票等による修正届出は不要です。 

 

 「がんではなかった」 

届出後に、紹介先の病院等から「がんではなかった」の情報が提

供される場合が考えられます。このような場合、届け出た登録室

にご一報ください。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ください。 

 

届出の取消、修正について 
届け出られた登録室にご一報ください。 

全国がん登録届出票等による修正届出は不要です。 

 

 「がんではなかった」 

届出後に、紹介先の病院等から「がんではなかった」の情報が提

供される場合が考えられます。このような場合、届け出られた登

録室にご一報ください。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見本 電子届出票 届出申出書 

 
 

 

 

 



 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見本 電子届出票 全国がん登録届出票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

見本 【新方式】GTOL（がん登録オンラインシステム） Webフォーム届

出 「全国がん登録届出」画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

見本 【新方式】GTOL（がん登録オンラインシステム） Webフォーム届

出 「全国がん登録届出票」画面１ 

 
 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

全国がん登録の届出チャート 

 
 

全国がん登録の届出チャート 

 



 

第 2章：届出項目について 
 

（略） 

 

届出項目の概説 
 

（略） 

 

全国がん登録届出項目一覧 
（略） 

 

がん治療、初回治療の定義 
（略） 

 

 造血器腫瘍に対する初回治療の定義 

1. 初回寛解導入までに用いられたすべての治療、及び初回寛解を維持

するために用いられたすべての治療（化学療法持続や中枢神経系へ

の照射など）を初回治療とします。なお、初回寛解後の再燃に対し

て患者に行われた治療は初回治療としません。 

2. 初回寛解までに行われた経過観察について初回治療の範囲とし、登

録対象となった造血器腫瘍の初めての診断後、最初の経過観察を開

始した施設をもって初回治療を開始した施設とします。 

 

（以下略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2章：届出項目について 
 

（略） 

 

届出項目の概説 
 

（略） 

 

全国がん登録届出項目一覧 
（略） 

 

がん治療、初回治療の定義 
（略） 

 

 造血器腫瘍に対する初回治療の定義 

1. 初回寛解導入までに用いられたすべての治療、および初回寛解を維持

するために用いられたすべての治療（化学療法持続や中枢神経系への

照射など）を初回治療とします。なお、初回寛解後の再燃に対して患

者に行われた治療は初回治療としません。 

2. 初回寛解までに行われた経過観察について初回治療の範囲とし、登

録対象となった造血器腫瘍の初めての診断後、最初の経過観察を開

始した施設をもって初回治療を開始した施設とします。 

 

（以下略） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

進展度について 
（略） 

 
進展度の総則 

1. 進展度・治療前と進展度・術後病理学的の2通りの分類があります。基

本的な考え方は、UICC TNM悪性腫瘍の分類の総則に倣います。 

2. 進展度・治療前：治療前に得られたエビデンスに基づきます。すなわ

ち、身体的検査、画像診断、内視鏡検査、生検、外科的検索及びその

他の関連する検査法により得られるものです。 

3. 進展度・術後病理学的：治療前に得られた情報（進展度・治療前）に

、手術や病理組織学的検索で得られた知見を補足、修正して決定され

ます。手術や病理組織学的検索が行われていない場合は適用されませ

ん。 

4.～10.（略） 

 

全国がん登録届出項目詳細 
（略） 

 
患者基本情報 

病院等の名称 
（略） 

 

【摘要】 

院内がん登録情報からの電子ファイルによる届出及び全国がん登録届出票

による届出の場合、届出時に添付する「届出申出書」（15ページ）に記載

された病院等の名称を、届出項目として代用します。 

 

「GTOL（がん登録オンラインシステム）」を利用した届出の場合、利用者

の所属の病院等の名称を、届出項目として代用します。 

 

診療録番号 
（略） 

 

 

進展度について 
（略） 

 
進展度の総則 

1. 進展度・治療前と進展度・術後病理学的の2通りの分類があります。基

本的な考え方は、UICC TNM悪性腫瘍の分類の総則に倣います。 

2. 進展度・治療前：治療前に得られたエビデンスに基づきます。すなわ

ち、身体的検査、画像診断、内視鏡検査、生検、外科的検索およびそ

の他の関連する検査法により得られるものです。 

3. 進展度・術後病理学的：治療前に得られた情報（進展度・治療前）に

、手術や病理組織学的検索で得られた知見を補足、修正して決定され

ます。手術や病理組織学的検索が行われない場合は適用されません。 

4.～10.（略） 

 

 

全国がん登録届出項目詳細 
（略） 

 
患者基本情報 

病院等の名称 
（略） 

 

【摘要】 

院内がん登録情報からの電子ファイルによる届出及び全国がん登録届出票

による届出の場合、届出時に添付する「届出申出書」（15ページ）に記載

された病院等の名称を、届出項目として代用します。 

 

「がん登録オンラインシステム」を利用した届出の場合、利用者の所属の

病院等の名称を、届出項目として代用します。 

 

診療録番号 
（略） 

 

 



 

カナ氏名 
（略） 

 
氏名に対応する読みのカタカナ表記 

（がん登録等の推進に関する法律第 6 条第 1 項第 1 号） 

 

 

【摘要】 

氏名不詳の患者の届出の場合は、カナ氏・カナ名それぞれの入力欄に全角－

（ハイフン）のみをご記入ください。 

 

姓が変更になった場合は、新姓に修正してください。 

 

旧姓は、備考欄にご記入ください。 

 

氏名 

（略） 

 

氏名不詳の患者の届出 

電子届出票では、氏・名それぞれの入力欄に全角－（ハイフン）の

みをご記入ください。 

 

（以下略） 

 

性別 
（略） 

 

【コードの選択】 

1 男 住民登録されている性別が男の場合 

2 女 住民登録されている性別が女の場合 

 

生物学的な性別が異なる場合、備考欄にご記入ください。 

住民登録されている性別が定かでない場合、診療録等に記録されて

いる性別をご記入ください。 

 

カナ氏名 
（略） 

 
氏名に対応する読みのカタカナ表記 

（がん登録等の推進に関する法律第 6 条第 1 項第 1 号） 

 

 

（新設） 

 

 

 

姓が変更になった場合は、新姓に修正してください。 

 

旧姓は、備考欄にご記入ください。 

 

氏名 
（略） 

 
氏名不詳の患者の届出 

電子届出票では、氏・名それぞれの入力欄に全角－（ハイフン）の

みをご記入ください。この場合、カナ氏名欄は空欄可です。 

 

（以下略） 

 

性別 
（略） 

 

【コードの選択】 

1 男 住民登録されている性別が男の場合 

2 女 住民登録されている性別が女の場合 

 

生物学的な性別が異なる場合、備考欄にご記入ください。 

住民登録されている性別が定かでない場合、診療録等に記録してい

る性別をご記入ください。 

 



 

生年月日 
（略） 

 
【摘要】 

原則として、生年月日については不明とならないように留意するが、不明な場

合は「99999999」と登録。 

  

「日」は不明だが、「年・月」は判明しているとき YYYYMM99 

「月」と「日」は不明だが、「年」は判明しているとき YYYY9999 

 

 

診断時住所 
（略） 

 

腫瘍情報 
（略） 

 

側性 
（略） 

 

原発部位 
（略） 

 

病理診断 
（略） 

 

診断施設 
（略） 

 

治療施設 
（略） 

生年月日 
（略） 

 
（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

診断時住所 
（略） 

 

腫瘍情報 
（略） 

 

側性 
（略） 

 

原発部位 
（略） 

 

病理診断 
（略） 

 

診断施設 
（略） 

 

治療施設 
（略） 

 

 



 

 
 

診断根拠 
（略） 

 

当該腫瘍が悪性腫瘍「がん」であること、その原発部位や病理組織の確

定に際し、最も寄与した情報について区分します。 

患者の全経過を通じての判断であり、診断日を決定する際の「初回治療

前において」の判断とは異なる点に留意します。 

根拠となる検査については、自施設での実施、他施設での実施を問わず

、もっとも確からしい検査で判断します。 

初回治療後の検査も含まれることから、生存状況情報（予後情報）確認

時に修正することが望ましいです。 

 

診断日等の決定が同様の重み付けを用いますが、その検査の範囲が異な

るので、注意する必要があります。 

診断根拠を決定する時の根拠：全経過を通して（最終的に「がん」と判

断するのに最も寄与した検査） 

 
 

診断根拠 
（略） 

 

当該腫瘍が悪性腫瘍（「がん」）であること、その原発部位や病理組織

の確定に際し、最も寄与した情報について区分します。 

患者の全経過を通じての判断であり、診断日を決定する際の「初回治療

前において」の判断とは異なる点に留意します。 

根拠となる検査については、自施設での実施、他施設での実施を問わず

、もっとも確からしい検査で判断します。 

初回治療後の検査も含まれることから、生存状況情報（予後情報）確認

時に修正することが望ましいです。 

 

診断日等の決定が同様の重み付けを用いますが、その検査の範囲が異な

るので、注意する必要があります。 

診断根拠を決定する時の根拠： 全経過を通して（最終的に「がん」と

判断するのに最も寄与した検査） 



 

診断日を決定する時の根拠：初回治療開始前（初回治療方針決定前に診

断に最も寄与した検査） 

 

（以下略） 

 

診断日 
（略） 

 

発見経緯 
（略） 

 

進展度・治療前 
（略） 

 

理学的検査による診断、画像診断の他、内視鏡的検査による直視診断、生

検による病理診断、あるいは審査開腹術などの外科的手技による診断（外

科的検索）などにより、臨床病期にあたる進展度を、以下の定義（コード

の選択）に従って登録します。 

 

• 進展度・治療前と進展度・術後病理学的の 2 通りの分類があります。

基本的な考え方は、UICC TNM 悪性腫瘍の分類第 8 版の『総則』の 6 つ

の原則に示された考え方を参考に判断します。UICC TNM 分類の結果か

ら変換表を用いて導出しても良いですが、TNM 分類に該当しない器官/

組織型であっても登録する必要があり、こうした概念的判断に習熟し

てください。T、N、M 及び付加因子の組合せで自動的に変換・生成す

ることは推奨しません。 

• 白血病及び多発性骨髄腫を除く、全ての組織型に適用されます。 

• 複数の区分に該当する場合、より高い進展度の区分を選択します。例

えば、領域リンパ節転移と隣接臓器浸潤の知見が両方認められる場

合、隣接臓器浸潤を選択します。 

• 判断に疑いの余地がある場合、より進展度の低い区分を選択します。 

• 初回の進展度・治療前、進展度・術後病理学的が確定した後に転移が

診断された場合でも、初回の進展度・治療前、進展度・術後病理学的

ともに修正は行いません。 

診断日を決定する時の根拠： 初回治療開始前（初回治療方針決定前に

診断に最も寄与した検査） 

 

（以下略） 

 

診断日 
（略） 

 

発見経緯 
（略） 

 

進展度・治療前 
（略） 

 

理学的検査による診断、画像診断の他、内視鏡的検査による直視診断、生

検による病理診断、あるいは審査開腹術などの外科的手技による診断（外

科的検索）などにより、臨床病期にあたる進展度を、以下の定義（コード

の選択）に従って、登録します。 

 

• 進展度・治療前と進展度・術後病理学的の 2 通りの分類があります。

基本的な考え方は、UICC TNM 悪性腫瘍の分類第 8 版の『総則』の 6 つ

の原則に示された考え方を参考に判断します。UICC TNM 分類の結果か

ら変換表を用いて導出しても良い、TNM 分類に該当しない器官/組織型

であっても登録する必要があり、こうした概念的判断に習熟してくだ

さい。T、N、M、および付加因子の組合せで自動的に変換・生成するこ

とは、推奨しません。 

• 白血病及び多発性骨髄腫を除く、全ての組織型に適用されます。 

• 複数の区分に該当する場合、より高い進展度の区分を選択します。例

えば、領域リンパ節転移と隣接臓器浸潤の知見が両方認められる場

合、隣接臓器浸潤を選択します。 

• 判断に疑いの余地がある場合、より進展度の低い区分を選択します。 

• 初回の進展度・治療前、進展度・術後病理学的が確定した後に転移が

診断された場合でも、初回の進展度・治療前、進展度・術後病理学的

ともに修正は行いません。 



 

• 死体解剖の情報は、病理組織学的検索で得られた知見と同等に適用す

るので、進展度・術後病理学的に反映します。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 死体解剖の情報は、病理組織学的検索で得られた知見と同等に適用す

るので、進展度・術後病理学的に反映します。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

進展度・術後病理学的 
（略） 

 

 
初回の治療情報 

外科的治療の有無 
（略） 

 

当該がんに関する最初の診断に引き続き行われた当該がんの縮小・切除を

意図した外科的治療のうち、診療計画等に記載されたものとします。当該

腫瘍に対して最初に計画されたものでない治療は含みません（初回治療の

定義〈p.23〉を参照）。 

症状の緩和を目的に行われた治療は含みません。 

 

以下の定義に従って、光学機器を用いずに、肉眼的視野下で行われた病巣

の切除等の観血的治療の有無を判断します。侵襲性の高い治療として位置

付けられ、いわゆる観血的な手術療法のうち、光学機器による視野を用い

進展度・術後病理学的 
（略） 

 

 
初回の治療情報 

外科的治療の有無 
（略） 

 

当該がんに関する最初の診断に引き続き行われた当該がんの縮小・切除を

意図した外科的治療のうち、診療計画等に記載されたものとします。当該

腫瘍に対して最初に計画されたものでない治療は含みません（初回治療の

定義〈p.23〉を参照）。 

症状の緩和を目的に行われた治療は含みません。 

 

以下の定義に従って、光学機器を用いずに、肉眼的視野下で行われた病巣

の切除等の観血的治療の有無を判断します。侵襲性の高い治療として位置

付けられ、いわゆる観血的な手術療法のうち、光学機器による視野を用い



 

た「鏡視下治療」及び「内視鏡的治療」を除いたものを指し、肉眼的視野

下での一般的な開頭術、開腹術や開胸術などがこれに当たります。 

 

（中略） 

 

【摘要】 

初回治療が複数の医療機関で実施された場合、 

上記の治療法を、初回治療の一部として自施設で実施した場合に「1：自施

設で施行」とし、上記の治療法が、他施設でのみ実施された場合には「2：

自施設で施行なし」とします。 

検査として行われた外科的な処置において、結果的に治療が完結した場合

は、当該処置を外科的治療とみなして、「1：自施設で施行」とします。 

〈例〉検査として行われた子宮頚癌の円錐切除術において、病巣が全て切

除できた場合 

 

レーザー等を、腫瘍の焼灼ではなく、切除の手段として用いた場合は、観

血的治療として考え、肉眼的視野下でレーザーメス等により、病巣の切除

を行った場合は、「外科的治療」とします。 

自然孔からの挿入ではない広義の内視鏡（従来の体腔鏡を含む）等の光学

機器を用いて、開胸術や開腹術と同様の治療が行われた場合は「鏡視下治

療」に含めます。 

 

前立腺癌のHoLEP手術のように、内視鏡的視野を用いた場合、「内視鏡的治

療」に含めます。 

 

鏡視下治療の有無 
（略） 

 

当該がんに関する最初の診断に引き続き行われた当該がんの縮小・切除を

意図した鏡視下治療のうち、診療計画等に記載されたものとします。当該

腫瘍に対して最初に計画されたものでない治療は含みません（初回治療の

定義〈p.23〉を参照）。 

症状の緩和を目的に行われた治療は含みません。 

 

以下の定義に従って、体腔鏡等の光学機器を用いて行われた病巣の切除等

た『鏡視下治療』および『内視鏡的治療』を除いたものを指し、肉眼的視

野下での一般的な開頭術、開腹術や開胸術などがこれに当たります。 

 

（中略） 

 

【摘要】 

初回治療が複数の医療機関で実施された場合、 

上記の治療法を、初回治療の一部として自施設で実施した場合に「1：自施

設で施行」とし、上記の治療法が、他施設でのみ実施された場合には「2：

自施設で施行なし」とします。 

検査として行われた外科的な処置において、結果的に治療が完結した場合

は、当該処置を外科的治療とみなして、「1：自施設で施行」とします。 

〈例〉検査として行われた子宮頚癌の円錐切除術において、病巣が全て切

除できた場合 

 

レーザー等を、腫瘍の焼灼ではなく、切除の手段として用いた場合は、観

血的治療として考え、肉眼的視野下でレーザーメス等により、病巣の切除

を行った場合は、『外科的治療』とします。 

自然孔からの挿入ではない広義の内視鏡（従来の体腔鏡を含む）等の光学

機器を用いて、開胸術や開腹術と同様の治療が行われた場合は「鏡視下治

療」に含めます。 

 

前立腺癌のHoLEP手術のように、内視鏡的視野を用いた場合、「内視鏡的治

療」に含めます。 

 

鏡視下治療の有無 
（略） 

 

当該がんに関する最初の診断に引き続き行われた当該がんの縮小・切除を

意図した鏡視下治療のうち、診療計画等に記載されたものとします。当該

腫瘍に対して最初に計画されたものでない治療は含みません（初回治療の

定義〈p.23〉を参照）。 

症状の緩和を目的に行われた治療は含みません。 

 

以下の定義に従って、体腔鏡等の光学機器を用いて行われた病巣の切除等



 

の観血的治療の有無を判断します。侵襲性の低い治療として位置付けられ

た、以前「体腔鏡的治療」の名称で呼ばれた、広義の外科的治療のうち、

光学機器の視野下で行われた観血的治療の状況を把握するために設定され

た経緯があります。 

 
鏡視下治療 
皮膚切開を加えるなど、自然開口部※以外から挿入された光学機器を用いて

（光学機器の視野下で）行われる病巣切除術を「鏡視下治療」とします。 

※ 口唇（腔）、鼻孔（腔）、尿道口、肛門、膣口、乳管等を指す。 

 

（中略） 

 

【除外】胃癌・大腸癌での粘膜下層剥離（ESD） 

→内視鏡的治療（自然孔〈口又は鼻孔〉から挿入） 

開頭手術における光学機器による視野を用いた病巣切除術→外科

的治療 

 

（以下略） 

 

内視鏡的治療の有無 
（略） 
 

外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 
（略） 

「当該がんの縮小・消失を目的に腫瘍に対して行われた初回治療」に限っ

て、評価を行います。 

当該がんに対して最初に計画されたものでない治療は含みません。 

初回治療として行われた観血的治療（外科的治療、鏡視下治療及び内視鏡

的治療）における、治療の範囲を、その総合的な結果を含めて判断しま

す。 

 

の観血的治療の有無を判断します。侵襲性の低い治療として位置付けられ

た、以前『体腔鏡的治療』の名称で呼ばれた、広義の外科的治療のうち、

光学機器の視野下で行われた観血的治療の状況を把握するために設定され

た経緯があります。 

 
鏡視下治療 

皮膚切開を加えるなど、自然開口部※以外から挿入された光学機器を用いて

（光学機器の視野下で）行われる病巣切除術を『鏡視下治療』とします。 

※ 口唇（腔）、鼻孔（腔）、尿道口、肛門、膣口、乳管等を指す。 

 

（中略） 

 

【除外】胃癌・大腸癌での粘膜下層剥離（ESD） 

→内視鏡的治療（自然孔〈口又は鼻孔〉から挿入） 

開頭手術における光学機器による視野を用いた病巣切除術→外科

的治療 

 

（以下略） 
 

内視鏡的治療の有無 
（略） 

 

外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 
（略） 

「当該がんの縮小・消失を目的に腫瘍に対して行われた初回治療」に限っ

て、評価を行います。 

当該がんに対して最初に計画されたものでない治療は含みません。 

初回治療として行われた観血的治療（外科的治療、鏡視下治療及び内視鏡

的治療）における、治療の範囲を、その総合的な結果を含めて判断しま

す。 
 



 

 
放射線療法の有無 
（略） 

 

化学療法の有無 
（略） 

 

当該がんに関する最初の診断に引き続き行われた当該がんの縮小・消失を

意図した化学療法のうち、診療計画等に記載されたものとします。当該腫

瘍に対して最初に計画されたものでない治療は含みません（初回治療の定

義〈p.23〉を参照）。 

症状の緩和を目的に行われた治療は含みません。 

 

以下の定義に従って、薬物療法に含まれる化学療法、内分泌療法、その他

の治療のうち、内分泌的機序や免疫療法的な薬物治療を除いた、病巣の縮

小あるいは消失を目的とした治療の有無を判断します。 

全身療法あるいは局所療法として効果の高い「化学療法」の状況を把握す

るために設定されました。 

 

 
放射線療法の有無 
（略） 

 

化学療法の有無 
（略） 

 

当該がんに関する最初の診断に引き続き行われた当該がんの縮小・消失を

意図した化学療法のうち、診療計画等に記載されたものとします。当該腫

瘍に対して最初に計画されたものでない治療は含みません（初回治療の定

義〈p.23〉を参照）。 

症状の緩和を目的に行われた治療は含みません。 

 

以下の定義に従って、薬物療法に含まれる化学療法、内分泌療法、その他

の治療のうち、内分泌的機序や免疫療法的な薬物治療を除いた、病巣の縮

小あるいは消失を目的とした治療の有無を判断します。 

全身療法あるいは局所療法として効果の高い『化学療法』の状況を把握す

るために設定されました。 
 



 

（中略） 

 
 

（以下略） 

 

 

 

内分泌療法の有無 
（略） 

 

 
 

（以下略） 

 

その他の治療の有無 
（略） 

 

 

（中略） 

 
 

（以下略） 

 

 

内分泌療法の有無 
（略） 
 

 
 

（以下略） 

 

その他の治療の有無 
（略） 

 

 



 

 

（以下略） 

 

届出時の状況 

死亡日 
（略） 

 

その他 

備考 
（略） 

 

・・・病院等における情報等の保護 

（略） 

 

都道府県知事への届出は、がん登録オンラインシステムの利用に移行しつ

つあります。本システムに利用する端末は、厚生労働省・国立がん研究セ

ンターの提示する要件を満たし、配布された証明書をインストールしなけ

ればなりません。このような個人情報を扱うPC端末に外部記憶媒体を接続

する際には、予め媒体のウイルスチェックを実施することも肝心です。 

 

 

第 3章：死亡者新規がん情報に関

する 

通知に基づく届出 
 

（略） 

 

死亡者新規がん情報に関する通知に基

づく届出 

 

（以下略） 

 

届出時の状況 

死亡日 
（略） 

 

その他 

備考 
（略） 

 

・・・病院等における情報等の保護 

（略） 

 

都道府県知事への届出は、がん登録届出オンラインシステムの利用に移行

しつつあります。本システムに利用する端末は、厚生労働省・国立がん研

究センターの提示する要件を満たし、配布された証明書をインストールし

なければなりません。このような個人情報を扱うPC端末に外部記憶媒体を

接続する際には、予め媒体のウイルスチェックを実施することも肝心です

。 

 

第 3章：死亡者新規がん情報に関

する 

通知に基づく届出 
 

（略） 

 

死亡者新規がん情報に関する通知に基

づく届出 



 

 

（略） 

 

遡り調査の方法 

（略） 

届出の方法 

（略） 

付 録 

（略） 

 

（略） 

 

遡り調査の方法 

（略） 

届出の方法 

（略） 

付 録 

（略） 

 


